
『年末調整・法定調書の記載チェックポイント 平成 23 年分』追録

「平成２３年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の様式が変更されました。

この変更に伴う修正箇所を掲載します。

２０ページに（６）として追加してください。

（６）「平成２３年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の様式変更について

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は、平成 24 年 1 月 1 日以降に税務署に提出する分から

様式変更があります。

① 「調書の提出区分」の欄が新しく追加されています。

法定調書の提出区分を記入します。

新規に法定調書を提出する場合 「１」

追加の法定調書を提出する場合 「２」

訂正分の法定調書を提出する場合 「３」

無効の法定調書を提出する場合 「４」

② 「提出媒体」の欄が新しく追加されています。

法定調書の提出媒体に応じて、法定調書ごとに２桁のコードを記入します。

MT＝11、CMT＝12、電子＝14、FD＝15、MO＝16、CD＝17、DVD＝18、書面＝30、その他＝99

法定調書を、書面による提出以外にインターネットを利用した国税電子申告・納税システム（e-Tax）

や光ディスク等（CD、DVD、FD、MO）による提出をする場合に該当するコードを記入します。

③と④ 「翌年以降送付要否」と「税理士番号」の欄が新しく追加されています。

「翌年以降送付要否」欄の「否」に○をした場合や e-Tax を利用して法定調書と「給与所得の源泉徴収

票等の法定調書合計表」を提出した場合は、翌年から「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は

送付されません。

８６ページ⑧の最後に次の文章を追加してください。

※ 扶養親族のうち、16 歳未満の扶養親族の名前は「○○（年少）」と記入してください。

① ②

③

④



１０３ページのひな型を「平成２３年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に差し替えてく

ださい。



１０６ページを以下の通り変更してください。

① 誤って提出した「法定調書」の写し

誤って提出した法定調書と同じ内容のもの（または法定調書の控えのコピー）を作成して、その法

定調書の右上部余白に「無効」と赤書きします（これで当初提出した法定調書を無効にします）。

② 正しい「法定調書」

正しい内容の法定調書を作成して、その法定調書の右上部余白に「訂正分」と赤書きします。

③ 無効分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」

無効とした法定調書の支払金額等を記載した法定調書合計表を作成し、「調書の提出区分」欄に「４」（無

効）と記入します。

④ 訂正分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」

訂正分とした法定調書の支払金額等を記載した法定調書合計表を作成し、「調書の提出区分」欄に「３」

（訂正）と記入します。

※ 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は、無効分と訂正分のそれぞれについて提出するこ

とになります。

（４）法定調書を追加して提出する場合

① 追加で提出する「法定調書」

追加で提出する源泉徴収票や支払調書などの法定調書を作成します。

② 追加分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」

追加した法定調書の支払金額等を記載した合計表を作成し、「調書の提出区分」欄に「２」（追加）と

記入します。



１３２ページの「平成２３年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を差し替えてください。


